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No.124 

発 行 日 

R３．8．1 

 成人年齢の引き下げにより、2022 年４月１日から成人年齢が１８歳になります。 

成人すると社会から大人として扱われ、自分の意思や責任で行動することを求めら

れます。また、親の同意がなくても契約をすることができるようになり、未成年者契

約の保護制度も適用されなくなるため、慎重な行動が必要となります。 

 消費生活センターは消費生活に関する相談窓口です。専門の相談員

が契約トラブル等の相談を受け付け、助言や必要に応じてあっせんを

行います。相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。 

 久慈市・久慈広域消費生活センター ☎0194-54-8004 

成人年齢 20 歳→１８ 歳へ 

 消費者としての知識や経験が浅い新成人や若者は、悪質商法などのトラブルにあう

リスクが高く、対処法がわからず被害が拡大する可能性もあります。 

 今のうちに家庭内でお金の管理や契約について話をする機会を持ち、もしもの時の

相談窓口を確認しておきましょう。 

成人すると… 
自分名義のクレジットカードを作ったり、
ローン契約ができるようになります。 

親の同意が必要なくなるということは、 

トラブルも自分で解決することになります。 

注意！ 

もし、トラブルに巻き込まれたら 

消費者ホットライン 📞188 に相談！ 

（最寄りの消費生活センター等につながります） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋野町民文化会館 

セシリアホール 

野田村 

総合センター 

洋野町役場 

大野庁舎 
普代村役場 

8 月２日（月） 
8 月のみ洋野町役場種市庁舎 

８月 1６日（月） 
 

８月 2３日（月） 

9 月６日（月） ９月1３日（月） ９月2７日（月） 
 

 借金問題でお悩みの方のために、弁護士による無料法律相談会を開催しています。 

 一人で悩まず、弁護士や相談員と一緒に解決方法を見つけましょう。 

悪質商法などの消費生活トラブル、多重債務でお困りの方は、お気軽にご利用ください。 

  相 談 日 ： 8 月２６日（木） 

  時   間 ： 午前１０時～午後３時（一人４０分間） 

  問い合わせ ： 要予約 久慈市・久慈広域消費生活センター 

              ☎ ０１９４－５４－８００４ 

※相談時間に限りがありますので、事前に消費生活相談員と打ち合わせをおすすめします。 

※多重債務以外の相談も可能ですので、お問い合わせください。 

■ 要予約  ①13:30～14:10 ②14:10～14:50 ③14:50～15:30 

※予約の受付は、当日 10 時までです。 

※予約がない場合、消費生活相談員の派遣は中止となります。 

 ■ 相談内容に関係する書類などは、忘れずにご持参ください。 

  【予約・問い合わせ】 久慈市・久慈広域消費生活センター 

              ☎０１９４－５４－８００４ 

令和３年度 

久慈市・久慈広域消費生活センター 

 消費生活センターでは、出前講座を行っています。 

 地域のサロンや町内の集まり等のちょっとした時間で、消費者トラ

ブル防止対策や役に立つ情報をお話しさせていただきます。 

 時間は 30 分程度から、人数は最低 5 人程度でお伺いしますので、

お気軽にご連絡ください。 

 派遣可能日時：平日（9 時から 17 時） 

 お問い合わせ先：久慈市・久慈広域消費生活センター 

         ☎ 0194-54-8004 

※感染症対策を心掛け開催させていただきます。 

出前講座を開きませんか？ 


